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山形県企業管理規程第７号

　山形県公営企業財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年４月１日

山形県企業管理者　　細　　　野　　　武　　　司

　　　山形県公営企業財務規程の一部を改正する規程

　山形県公営企業財務規程（昭和53年４月県企業管理規程第11号）の一部を次のように改正する。

　第135条第１項中「西暦による年を３で除して割り切れる当該年」を「西暦における偶数年」に改め、同条第３項

第１号イ中「第27条の27第１項」を「第27条の29第１項」に、「経営事項審査の結果」を「総合評定値」に、「経営

事項審査結果通知書」を「総合評定値通知書」に改め、同項第２号ニ中「経営事項審査結果通知書」を「総合評定

値通知書」に改め、同条第７項各号を次のように改める。

 　西暦における偶数年の11月１日から翌年の１月31日までの間に第５項第１号の規定により書類の提出を行つた

者、西暦における奇数年の１月10日から同月25日までの間に同項第２号の規定により書類の提出を行つた者及び

西暦における奇数年の１月26日から２月10日までの間に同項第３号の規定により書類の提出を行つた者　当該登

載された日の属する年の４月１日からその翌々年の３月31日まで

 　西暦における奇数年の１１月１日から翌年の１月31日までの間に第５項第１号の規定により書類の提出を行つた

者、西暦における偶数年の１月10日から同月25日までの間に同項第２号の規定により書類の提出を行つた者及び

西暦における偶数年の１月26日から２月10日までの間に同項第３号の規定により書類の提出を行つた者　当該登

載された日の属する年の４月１日からその翌年の３月31日まで

 　西暦における奇数年の８月１日から同月10日までの間に第５項第２号又は第３号の規定により書類の提出を行

つた者　当該登載された日の属する年の10月１日からその翌々年の３月31日まで

 　西暦における偶数年の８月１日から同月10日までの間に第５項第２号又は第３号の規定により書類の提出を行

つた者　当該登載された日の属する年の10月１日からその翌年の３月31日まで

　別表第１固定資産の項の表中「　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

(毎週火・金曜日発行)

え ん 堤

取 水 口

沈 砂 池

導 水 路

水 槽

水 圧 管 路

放 水 路

雑 工 事

水 路

貯 水 池

（又は調整池)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表第１固定資産の項の規定は、平成16年度の予算から適用する。

２　平成16年度及び平成17年度において建設改良工事に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者

に係る改正後の第135条第３項第１号イ及び第２号ニの規定の適用については、同項第１号イ中「写し」とあるの

は、「写し又は公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律（平成15年法律第96

号）第２条の規定による改正前の建設業法第27条の27第１項に規定する経営事項審査の結果を記載した書面（以

下「経営事項審査結果通知書」という。）の写し」と、同項第２号ニ中「写し」とあるのは「写し又は経営事項

審査結果通知書の写し」とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県企業管理規程第８号

　山形県公営企業固定資産管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年４月１日

山形県企業管理者　　細　　　野　　　武　　　司

　　　山形県公営企業固定資産管理規程の一部を改正する規程

　山形県公営企業固定資産管理規程（昭和５６年４月企業管理規程第７号）の一部を次のように改正する。

　別表第１第１項第１号の表中

「

え ん 堤

雑 工 事

水路・えん堤

水路・取水口

水路・導水路

水路・沈砂池

水 路 ・ 水 槽

水路・水圧管路

水路・放水路

水路・雑施設

貯 水 池

（又は調整池）

・ え ん 堤

貯 水 池

（又は調整池）

・ 雑 施 設

構 築 物

水 路

貯 水 池

（又は調整池）

構 築 物

え ん 体

え ん 体 護 岸

可 動 ぜ き

排 砂 門 扉

予 備 動 力 装 置

え ん 堤水 路
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

角 落 し

魚 道

流 木 路

舟 ば つ 路

洪 水 路

ち り 除 装 置

取 水 口

制 水 門 扉

排 砂 門 扉

余 水 門 扉

表 面 取 水 門 扉

排 砂 路

余 水 路

角 落 し

ち り 除 装 置

融 雪 装 置

護 岸 石 垣

開 き よ

蓋   き よ
がい

ト ン ネ ル

水 路 橋

水 路 管

排 水 路

と い

余 水 路

余 水 門 扉

制 水 門 扉

排 水 門 扉

排 砂 門 扉

角 落 し

ち り 除 装 置

渓 流 取 水 設 備

護 岸 石 垣

沈 砂 池

ト ン ネ ル

排 砂 路

余 水 路

側 水 路

排 砂 門 扉

制 水 門 扉

余 水 門 扉

角 落 し

ち り 除 装 置

護 岸 石 垣

水 槽

サ ー ジ タ ン ク

余 水 路

余 水 路 サ イ ホ ン ダ ム

取 水 口

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

導 水 路

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

沈 砂 池

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

水 槽
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

排 砂 路

制 水 門 扉

余 水 門 扉

排 水 門 扉

角 落 し

ち り 除 装 置

護 岸 石 垣

水 圧 管

ア ン カ ー ブ ロ ッ ク

鉄 管 路

放 水 路

放 水 門 扉

護 岸 石 垣

ブ イ

角 落 し

土 捨 場

土 捨 場 護 岸

自 記 量 水 設 備

砂 防 ダ ム

え ん 体

え ん 体 護 岸

可 動 ぜ き

制 水 門 扉

予 備 動 力 装 置

角 落 し

魚 道

流 木 路

舟 ば つ 路

洪 水 路

余 水 路

渓 流 取 水 設 備

土 捨 場

土 捨 場 護 岸

自 記 量 水 設 備

横 断 坑 設 備

　

　

　

　

　

　

　

水 圧 管 路

　

　

放 水 路

　

　

　

　

雑 工 事

　

　

　

え ん 堤

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

雑 工 事

貯 水 池

（又は調整池）

え ん 体

え ん 体 護 岸

可 動 ぜ き

排 砂 門 扉

予 備 動 力 装 置

角 落 し

魚 道

流 木 路

舟 ば つ 路

洪 水 路

ち り 除 装 置

取 水 口

制 水 門 扉

水路・えん堤

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

水路・取水口

構 築 物
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

排 砂 門 扉

余 水 門 扉

表 面 取 水 門 扉

排 砂 路

余 水 路

角 落 し

ち り 除 装 置

融 雪 装 置

護 岸 石 垣

開 き よ

 蓋 き よ
がい

ト ン ネ ル

水 路 橋

水 路 管

排 水 路

と い

余 水 路

余 水 門 扉

制 水 門 扉

排 水 門 扉

排 砂 門 扉

角 落 し

ち り 除 装 置

渓 流 取 水 設 備

護 岸 石 垣

沈 砂 池

ト ン ネ ル

排 砂 路

余 水 路

側 水 路

排 砂 門 扉

制 水 門 扉

余 水 門 扉

角 落 し

ち り 除 装 置

護 岸 石 垣

水 槽

サ ー ジ タ ン ク

余 水 路

余 水 路 サ イ ホ ン ダ ム

排 砂 路

制 水 門 扉

余 水 門 扉

排 水 門 扉

角 落 し

ち り 除 装 置

護 岸 石 垣

水 圧 管

ア ン カ ー ブ ロ ッ ク

　

　

　

　

　

水路・導水路

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

水路・沈砂池

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

水 路 ・ 水 槽

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

水路・水圧管路
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

鉄 管 路

放 水 路

放 水 門 扉

護 岸 石 垣

ブ イ

角 落 し

土 捨 場

土 捨 場 護 岸

自 記 量 水 設 備

砂 防 ダ ム

え ん 体

え ん 体 護 岸

可 動 ぜ き

制 水 門 扉

予 備 動 力 装 置

角 落 し

魚 道

流 木 路

舟 ば つ 路

洪 水 路

余 水 路

渓 流 取 水 設 備

土 捨 場

土 捨 場 護 岸

自 記 量 水 設 備

横 断 坑 設 備

　

水路・放水路

　

　

　

　

水路・雑施設

　

　

　

貯水池（又は調

整池）・えん提

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

貯水池（又は調

整池）・雑施設

　

　

「水路（目）」の「えん堤（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

「水路（目）」の「取水口（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

「水路（目）」の「導水路（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

「水路（目）」の「沈砂池（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

「水路（目）」の「水槽（節）」の資産単位物品名

に準ずる。

「水路（目）」の「水圧管路（節）」の資産単位物

品名に準ずる。

「水路（目）」の「放水路（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

「水路（目）」の「雑工事（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

「貯水池（又は調整池）（目）」の「えん堤（節）」

の資産単位物品名に準ずる。

「貯水池（又は調整池）（目）」の「雑工事（節）」

の資産単位物品名に準ずる。

え ん 堤

取 水 口

導 水 路

沈 砂 池

水 槽

水 圧 管 路

放 水 路

雑 工 事

え ん 堤

雑 工 事

水 路

　

　

　

　

　

　

　

貯 水 池

（又は調整池）
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

「構築物（目）」の「水路・えん堤（節）」の資産

単位物品名に準ずる。

「構築物（目）」の「水路・取水口（節）」の資産

単位物品名に準ずる。

「構築物（目）」の「水路・導水路（節）」の資産

単位物品名に準ずる。

「構築物（目）」の「水路・沈砂池（節）」の資産

単位物品名に準ずる。

「構築物（目）」の「水路・水槽（節）」の資産単

位物品名に準ずる。

「構築物（目）」の「水路・水圧管路（節）」の資

産単位物品名に準ずる。

「構築物（目）」の「水路・放水路（節）」の資産

単位物品名に準ずる。

「構築物（目）」の「水路・雑施設（節）」の資産

単位物品名に準ずる。

「構築物（目）」の「貯水池（又は調整池）・えん

堤（節）」の資産単位物品名に準ずる。

「構築物（目）」の「貯水池（又は調整池）・雑施

設（節）」の資産単位物品名に準ずる。

水路・えん堤

水路・取水口

水路・導水路

水路・沈砂池

水 路 ・ 水 槽

水路・水圧管路

水路・放水路

水路・雑施設

貯水池（又は調

整池）・えん堤

貯水池（又は調

整池）・雑施設

構 築 物
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